
令和５年度 給与所得等に係る市民税・県民税　特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）
給与収入 総所得③ 税額控除前所得割額④

給与所得 山林所得 税額控除額⑤

（所得金額調整控除後） 分離短期譲渡 所得割額⑥

その他の所得計 分離長期譲渡 均等割額⑦

総所得金額① 株式等の譲渡 税額控除前所得割額④

上場株式の配当 税額控除額⑤

雑損 障・寡・ひ・勤 先物取引 所得割額⑥

医療費 配偶者 均等割額⑦

社会保険料 配偶者特別 特別徴収税額⑧

小規模企業共済 扶養 控除不足額⑨

生命保険料 基礎 既充当額⑩

地震保険料 所得控除合計② 既納付額⑪

（摘要） 差引納付額（⑧－⑪－⑨、⑩）

変更前税額⑫

増減額（⑧－⑫

変更月 月

問合せ先　逗子市役所　総務部　課税課　市民税係　TEL　046（873）1111
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税額変更等があった場合は理由が記載されます。

住宅借入金等特別税額控除額、ふるさと納税につ

いての寄付金税額控除額もここに記載されます。

税額控除前所得割額④・・・所得の区分に応じて税率をかけて所得割額を計算します。

例）総合課税分＝③×（市民税6％＋県民税4.025％）

税額控除額⑤・・・ 住宅借入金等特別税額控除額、ふるさと納税についての寄附金税額控除額

はここに含まれます。

均等割額⑦・・・市民税3,500円、県民税1,800円。

令和５年度 給与所得等に係る市民税・県民税 特別徴収税額の通知書（納税義務者用）の見方

該当する場合は「＊」又は人数が記載されます。

令和５年度の市民税・県民税は令和４年１月１日から１２月３１日の所得をもとに算出します。

ここでは質問の多い項目について説明します。税額計算の方法、控除金額の値等は「個人の市民税・県民税」

https://www.city.zushi.kanagawa.jp/kurashi/zeikin/1001809/1001830/index.html 、又は通知書の裏面をご覧ください。

Ⓐ

Ⓑ

Ⓐ＋Ⓑ

①－② 1,000円未満切捨

⑥＋⑦

④－⑤

④－⑤
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給与所得等に係る市民税・県民税　特別徴収税額の通知書（納税義務者用）

受給者番号 氏名 指定番号

住所 宛名番号
6月分

7月分

8月分

9月分

10月分

11月分

12月分

1月分

2月分

3月分 令和　　年　　月　　日

4月分

5月分 逗子市長

①、②の順で矢印の方向にゆっくりていねいに開いてご覧ください。

納　付　額

あなたの特別徴収額を左記のとおり決定（変更）したので、地方税法第41条及び第321条の4（第321条の6）の規定によって通知します。
また、この通知書の記載事項に不服がある場合は、この通知書を受け取った日の翌日から起算して３ケ月以内に市長に対して審査請求することができ
ます。この特別徴収税額の決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６ケ月以内に市を被告とし
て（市長が被告の代表者になります。）提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないとされていますが、①審査請求があった日か
ら３ケ月を経過しても裁決がないとき、②処分、処分の執行手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、③その他裁決を
経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、裁決の日から１年を経過すると処
分の取消しの訴えを提起することができません。

事業所の番号です。

通知書の内容につい

てのお問い合わせの

場合は、指定番号と

事業所名、住所、氏

名をお伝えください。

事業所で付ける従業員番号等で

す。

特別徴収（給与から納める）市民税・県民税の金額です。住民税の徴収は6月から翌年５月に行われます。

納入は納税義務者（個人）ではなく、勤務先の事業所が行います。

普通徴収（自分で納める）市民税・県民税の金額、年金から納める市民税・県民税の金額はここには含まれていません。

印

課税対象となるのは、令和５年１月１日現在、逗子市に住んでいる方です。令和５年１月２日以降

に他区市町村に転出した方も、令和５年度は逗子市での課税となります。

住民登録地が原則ですが、申告

の内容により、住民登録してい

ない生活の本拠地が記載される

場合もあります。
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